
- 1 -

日本社会における離婚の現状と対策
鈴木洋子

１．はじめに

離婚の増加が大きな社会問題となっている。ある日を境に、一つの家庭が二つに別れ

。 、 。て生活をする 夫婦間の事情はあるにせよ精神面 金銭面で双方とも負担を強いられる

周りを取り巻く環境、特に子供達や年老いた両親の事も考えた上での結論であろう。

平成８年に２０万件を超えて以降、離婚は増加傾向にあり平成１４年には２８９ ８３６,

件に達した。

若年離婚ばかりでなく、最近は熟年離婚も増えている。女性の社会進出で経済力、自

己主張の力をつけ、女性側からの離婚申し出も少なくないという。離婚家庭において、

子供を育てる上での生活費の不足分は、国・市区町村から年収によっては手当が出る。

税金、母子住宅の優先入居等改善されてはきているが一組の離婚によって、家族・社会

に与える影響はどのようなものか調べてみた。

２－１．人口動態統計でみる離婚件数と離婚率

各市区町村が離婚届書から人口動態調査票を作成、これを収集し集計したものが 人口

動態統計である。２００３年迄は確定値、２００４年推計値である（表１ 。離婚率は）

人口１ ０００人に対し率算出に用いた人口は、２００４年１０月１日現在推計人口、,

１ ２ ６ １ ４ １ ０ ０ ０ 人である。, ,

我が国の離婚件数は１９６０年に６９０００ 件であったが、その後増加傾向にある。,

１９７０年、１７９ １５０件をピ－クに１９７５年には１５３ ６００件にまで減少し, ,

ている。１９９１年以降、離婚件数は再度急増し２００２年には２８９ ８３６件と１０,

数年で倍増を遂げている。また２００４ 年の離婚率 は２ １２％で、２００３年の２ ２. .

, , ,５％を下回り、離婚件数は２ ６ ７ ０ ０ ０ 組で、２００３年の２８３ ８５４組より１６

８５４組減と推計される（図１ 。）

（図２）は離婚件数の変動（傾向線よりプラスに乖離しているかマイナスに乖離してい

るかをプラスマイナス 逆にして表示）と、同様にして取り出した実質ＧＤＰの長期傾向

からの乖離の推移とを重ねてグラフにしてある 。実質ＧＤＰの短期変動は景気の状態を

示している。普通景気の状態は対前年度の増減率であらわされることが多い。１９７０

年代までは景気と逆の変動か、変動なしの状態が継続している。景気とほとんど無関係

である様子がうかがえる。ところが、１９８０年代前半の景気の落ち込みに対しては反

応し、景気低迷とともに離婚件数は増加傾向にある。また１９８４年からの景気回復に

あわせて離婚件数は減少している。

１９８０年以降、離婚は景気の先行指標的な動きを示している。離婚の減少（図２で

は上昇）が景気上昇に先行し、離婚の増加（図２では下降）が景気低迷に先行している
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ようにみえる。また、１９９５年の離婚の増加が横ばいに転じた翌年に１９９６年の景

気回復がみられる。このように離婚の件数と景気との関連については 、第１に、１９８

、 、 、０年代以降 景気の良し悪しと離婚件数の減少増加が対応するようになった点 第２に

離婚件数の動きが景気の動きに先行する形でこのような相関が生じている。これらの点

から離婚件数は所得増、経済の成熟等の影響による増加傾向にあるといえる。

図１ 離婚件数の推移 図２ 離婚件数と景気の変動の相関

http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2780.html出所：図１・図２

２－２．離婚の種類と方法

離婚するための方法には、夫婦の話し合いによって離婚する方法で、お互いが離婚に

合意したうえで、市区町村役場に「離婚届」を提出、受理されれば離婚が成立する。こ

れを①協議離婚といい１９９１年～１９９９年の統計（表２）では９０％以上が協議離

婚で決着している。但し協議離婚が不成立の場合には家庭裁判所に離婚の調停を申し立

て、調停でお互いが離婚に合意すれば離婚が成立する。これが②調停離婚で、およそ８

％前後を占めている。しかし調停が不成立に終わった時は、家庭裁判所の判断で 「調、

停に代わる審判」を下すこともあり 、審判が確定すると離婚が成立する。この③審判離

婚は０％ではあるが６５件～８１件と少ないながらも成立している。だが、審判離婚ま

でいくとほとんどは裁判まで持ち込んで決着している。この④裁判離婚は、夫婦の一方

から地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得れれば離婚が成立する。

裁判離婚の割合は１％未満であるが、件数は１９９８年、１９９９年ともに２０００件

を超えている。
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表１ 人口動態総覧の実数及び年次推移 表２ 離婚の種類別件数・割合

出所：鈴木清明著『離婚のすすめ方と

手続きのすべて』[株] すばる舎

２００１年 ２１６頁

出所： よ り作成:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei04/index.html

３－１．離婚申し立て動機

離婚申し立て動機は、性格が合わないが夫３ ２ ９％、妻２０％と１位を示している。.

次に、異性関係では夫９ ９％と２位、妻は１１ ８％と３位である。また、家族親族と. .

の折り合いが悪いは夫９ ５％と高く、妻は４ ９％と低い。全体に離婚申し立ての動機. .

、 、を観ると 古くからの家制度の名残で夫の家族との同居や夫の親族との付き合いよりも

結婚後も、妻は自分の両親や兄弟姉妹との楽につきあえる 方を選んでいるようである。

妻は夫に対して自分の親族とうまく付き合う事にさほど重点を置いていないことが解

る。その結果が８位を示している。現実の生活が優先でお金と精神的に関わるこことが

上位を示している （表３）。
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表３ 離婚申し立ての動機

動機 夫 妻

性格が合わない ３２ ９％ ２ ０ ０％. .
異性関係 ９ ９％ １ １ ８％. .
暴力を振るう ２ ５％ １ ３ ４％. .
酒を飲み過ぎる １ ２％ ４ ９％. .
性的不満 ５ ５％ ２ ６％. .
浪費する ７ ０％ ７ ７％. .
異常性格 ７ １％ ３ ９％. .
病気 １ ６％ ０ ８％. .
精神的に虐待する ５ ９％ ９ ５％. .
家を捨てて省みない ４ ７％ ７ ０％. .
家族親族と折り合いが悪い ９ ５％ ４ ９％. .
同居に応じない ６ ０％ １ ４％. .
生活費を渡さない ０ ９％ ９ ９％. .
その他 ４ ２％ １ ８％. .
不詳 ０ ９％ ０ ３％. .

総数：夫１６ １８５ 妻４ １ ０ ９ ９, ,

注）申し立ての動機は、主なもの３個までの複数回答

出所：鈴木清明著『離婚のすすめ方と手続きのすべて』[株 ] すばる舎

２００１年 より作成

３－２．都道府県別にみた離婚率

都道府県別離婚率（人口千対）をみると（表４）の通りである。昭和２５年は沖

縄県は含まれていない。 平成１０年で高率を示す上位３都道府県は沖縄、大阪、北

海道であり、低率を示す下位 都道府県は島根、新潟、山形である。3

表４ 離婚率（人口千対）の高率県と低率県の年次比較

昭和２５年 昭和５０年 平成１０年

都道府県 離婚率 都道府県 離婚率 都道府県 離婚率

全 国 １ ０ １ １ ０ ７ １ ９ ４. . .

高 知 １ ２ ９ 北海道 １ ６ ５ 沖 縄 ２ ７ ２. . .

高率県 長 崎 １ ２ ８ 高 知 １ ４ ５ 大 阪 ２ ４ ２. . .

愛 媛 １ ２ ５ 青 森 １ ４ ０ 北海道 ２ ３ ８. . .

茨 城 ０ ６ ４ 滋 賀 ０ ６ ３ 島 根 １ ２ ７. . .

低率県 長 野 ０ ６ ７ 島 根 ０ ６ ５ 新 潟 １ ３ ４. . .

滋 賀 ０ ６ ９ 新 潟 ０ ７ ０ 山 形 １ ３ ８. . .

出所： よ り作成http://www1.mhlw.go.jp/toukei/rikon_8/repo7.html
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３－３．同居期間別離婚件数の年次推移

離婚件数を同居期間別 にみると、昭和５０年の同居期間１５年～２０年未満８１７２

件、２０年以上６ ８１０件がそれぞれ、平成１２年では２ ４ ３ ２ ５ 件と４ １ ８ ２ ５ 件, , ,

に増加している。また同居期間が３０年～３５年の５６６件と３５年以上の３００件は

平成１２年には、５ ８ ３ ９ 件と３ ８８２件で１０倍以上大幅に増加している （表５）, , 。

全般的にみて平成１１年・１２年の同居期間２５年以上の高い離婚件数の要因は平均

寿命の延びと女性の社会進出に伴う自己主張の表れでもある。また前年に比べ減少して

いる同居期間は２０年～２５年の１９６件だけである。

表５ 同居期間別離婚件数の推移

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai00/divo.html出所：

４．離婚に関する弁護士報酬

離婚に際し法律の知識が必要になった時、誰しも弁護士に相談したいという気持ちは

あるが、いざ利用するとなると弁護士報酬が高額だという先入観で躊躇する。離婚をス

ム－ズに進めるためには、多少の費用を負担することによって法律のプロである弁護士

に相談、的確なアドバイスを受けることが出来る。

弁護士事務所を利用する場合、全国一律で決められていた「報酬基準規定」によると

弁護士には次のような費用を支払う必要がある。

①．法律相談料は３０分 千円、 時間 万円が相場である。5 1 1

②．着手金は実際に事件を依頼する際に最初に必要となる前渡し金、事件の結果がど

うであろうと支払わなくてはならないもので「手付け金」とは異なる。

． 、 。③ 報酬金は事件が解決し 結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことである

その金額は、財産分与や慰謝料の請求額によって決まる。完全に敗訴になれば報

酬金は支払う必要がない。
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④．手数料は、原則として 回の手続き（書類作成など）で事件が完了した場合に支1

払う報酬である。

⑤．実費は交通費・書類作成費・印刷代・切手代・コピ－代・通信費の必要経費。

⑥．出張実費は、遠隔地に出張を頼む場合に、交通費・宿泊費・日当を支払う。

日当は出張期間に応じて支払うため 日いくらになるのか確認する必要がある。1

第二東京弁護士会報酬会規によると、例えば、 千万円の財産分与が事件、すなわち1

訴訟物の価格とすると着手金は標準額で５９万円、報酬金は標準額で１１８万円（着手

金の倍）となる。しかしこの制度も２００４年 月に廃止され弁護士報酬が自由化され4

た結果、弁護士個人で報酬額が決められる。従って同じことを依頼しても弁護士報酬が

違う事態が生じる可能性があるため依頼する側の予備知識がさらに必要となる。

５－１．離婚決定後の手続き

家庭生活を築いていた夫婦が、離婚によって経済共同体を解体する。

夫婦は最小限度の経済共同体であり、離婚手続きの中では、この共同体解体の手続き

が中心課題となる （表６）。

「 」 「 」 。 「 」、家庭裁判所でよく使われる言葉に 解決金 または 和解金 がある この 解決金

「和解金」とは、財産分与と慰謝料を含めて、最終的に離婚を認める際の解決条件とし

ていくらが妥当かという目安として使われている 「解決金 「和解金」の形に持つて。 」、

いくまでのプロセスには、厳密にそれぞれの法的根拠を算定して計算する。

表６ 離婚の際の解決金の内訳

共有財産の清算

財産分与 後扶養料

解決金・和解金 未払いの婚姻費用

慰謝料

出所：中村久瑠璃美著 『いきいき離婚あんしん口座』 日本実業出版社

２００３年 より作成

５－２．慰謝料と財産分与

離婚に伴う慰謝料は原因を作ったほうから他方に対する詫び料であり、夫婦双方に原

因がある場合には、より重大な原因がある方が支払うことになる。但し慰謝料は離婚に

至るまでの状況によって、必ず請求できるとは限らない。

一般社会においては、謝罪をするとか責任を果たすということは金銭をもって償うこ
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とで代替させるのが通常である。いくら謝っても、一円も支払わなくては償ったことに

はならない。離婚は夫婦関係をやめて、あかの他人になるわけであるから、責任のある

方からない方にお金をもって謝罪の意を表さなければならない、その心を表すのは他人

間ではお金である。離婚の慰謝料は通常１００万前後と安く、多くても５００万止まり

であるが、現実には慰謝料をもらっていない人が半数以上いると、予想される。

財産分与とは夫婦が婚姻期間中に、夫婦が協力して形成した共有財産を清算すること

である。 土地・建物・預貯金など、婚姻中に取得したものを共有財産と考え、婚姻前か

、 。ら持っていた夫名義のもの 妻名義のものは特有財産といって夫婦の共有財産ではない

夫の給料のみで生活してきた専業主婦の場合でも内助の功があるわけだから、夫婦が協

力して形成した財産は正々堂々と請求することが出来る。

離婚の際の清算の割合は、原則として一対一で二等分すべきであるが 、専業主婦につ

いては、内助の功はかって三割程度といわれていたが、現在ではほぼ五割で定着しつつ

ある。これは、１９８０年に相続に関する法律(民法第９００条）が改正され配偶者の相

続分が三分の一から二分の一に引き上げられたためである(表７ 。）

出所：太田宏美監修 ｢損しない・傷つかない離婚の本｣ （株）永岡書店

２００５年 １２１頁

６－１．離婚後の生活状況

離婚が成立した後の生活に必要な手続きを円滑に進めるには、どのような方法がある

のか、子育て世代と熟年世代に区別をして考えてみる。

６－２．後扶養料（子育て世代）

離婚において支払われる金銭には未成年の子供に対する養育費と子供が小さくてフル
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タイムで働く事が出来ない母親達のために、後扶養として離婚後数年分くらいの生活費

の一部を要求することが出来る。本来、子供の養育費については、父母がそれぞれの収

入により按分して負担することになっている。２００３年１１月１日現在において、離

婚による母子世帯約９７万８千世帯のうち約三分の二は養育費の額や支払い方法などに

ついて取り決めをしておらず「現在養育費を受けている 「受けたことがある」をあわ」

せても三分の一に満たなかった 「受けたことがない」という世帯は６割以上ある。。

（図２）

要因としてあげられるのは、離婚全体の８５％は協議離婚であり、養育費について合

意しても、口頭だけだったり、法的な効力をもつ公正証書などがないことである。この

ため新たに法的手続きをとらない限り給与の差し押さえや新しい制裁金制度は利用不可

能である。

養育費を受けている家庭、例えば妻が子供を引き取り夫が妻へ養育費を払っているケ

－スでは 「１９９９年、司法統計年報」によると調停・審判離婚での養育費の支払い、

状況は、子供一人の場合２～４万 円が５ ０ ５％、子供二人の場合４～６万円が３４ ３. .

％ともっとも多い。また養育費については子供が何歳になるまで支払えばよいのか 、考

え方としては、①．義務教育卒業まで、②．満１８歳まで、③．高校卒業まで、④．大

学や専門学校卒業までと主に４つの方法がある。一般的には③の高校卒業まで養育費を

支払うケ－スが多い （図３）。

一方、新しい制裁金制度とは、２００５年４月１日施行の改正民事執行法などによる

もので、養育費の支払いが滞った場合に、受け取る側の親が裁判所に申し立て、支払う

側の親の資力などから裁判所が制裁金の額を決める。支払わない親には裁判所から養育

費と制裁金の支払いを命じられる。最高裁が２００１年に行った調査では、養育費を期

限通り全額受け取っていたのは半数 「お金はあるが支払おうとしない」が４割を占め、

ている。それまでは、過去の滞納分しか差し押さえられなかったが２００４年４月から

裁判所へ１回の申し立てで、将来の分まで毎月の給料を差し押さえることが出来、差し

押さえ可能な範囲も、給与の四分の一から二分の一に引き上げられている。

ただし、新制度で裁判所に申し立てるには、養育費の支払い義務を示す調停調書や公

正証書などが必要で、離婚時にこれらの手続きを踏んでいる人は少数派だ。

新制度を利用することが出来ない生活が苦しい母子（父子）家庭 に対して、国からは

児童扶養手当・児童手当が支払われる。但し所得制限がある。なを２００８年 月から4

は支給から５年経過後、約半額に減額されることになっている。児童手当は一定額の家

庭に行っている制度で母子（父子）家庭に限らず９歳になる年度いっぱいまで支払われ

る。また各市町村においても、児童育成手当が設けてある。支給対象者は児童扶養手当

とほぼ同じである。その他には母子家庭を対象とした就学資金・住宅資金・生活資金な

どの貸付制度がある （図４ （表８ （表９）。 ）、 ）、
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図２ 養育費の受給状況 図３ 調停・審判での養育費の決定額

（子供の人数別）

出所：読売新聞「養育費不払いに制裁金」

２００５年４月７日

出所：太田宏美監修 ｢損しない・傷つかな

い離婚の本｣ （株）永岡書店２００５年

１５２頁

表８ 児童扶養手当

出所：中村久瑠璃美著 『いきいき離婚あんしん口座』

日本実業出版社 ２００３年 １９６頁
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出所：中村久瑠璃美著 『いきいき離婚あんしん口座』

日本実業出版社 ２００３年 １９６頁

図４ 母子家庭の所得構成

出所：太田宏美監修 損しない・傷つかない離婚の本」

（株）永岡書店 ２００５年 ２２５頁

６－３．熟年年世代

いまや離婚の中でもマスコミ等に大きく取り上げられているのが５０歳代以上、婚姻

期間が２０年以上の熟年離婚である。１９７５年に約１２万組だった離婚件数が２００

３年には２８万組にのぼる（表１・表７ 。一方、同居期間別でみると、１９７５年に、）

「２０年以上」が６ ８１０件であったのが、２００２年には４５ ５３６件とピ－クに, ,

達している。その後、２００３年には前年より４８５件少ない４ ５ ０ ５ １件と減少した,

にもかかわらず、中高年の離婚の占める件数が相変わらず高くなっている （表５）。

２０年以上も連れ添った夫婦が、いかなる事情によって、安定した妻の座を捨てるの

、 、 、 、か 要因として考えられるのは 子供が独立したり 結婚したりして生きる目標を失い

残りの人生を外に出て仲間と楽しみたいとの思いや、あるいは医学の進歩で寿命が延び

て親の介護に直面夫の協力が得られず失望、その他、自分の病気をきっかけに、残りの

人生を楽しむために夫や家族の世話に明け暮れてる場合ではないと考え、夫の定年を待

って離婚を決意、事情は様々である。５０歳代なら２５年以上もある残りの人生を楽し
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みたいと考える人が増えてきている 現状においては、熟年離婚の増加は自然の現象であ

るといえる。

表５ 同居期間別の離婚件数の移り変わり

出所：太田宏美監修 ｢損しない・傷つかない離婚の本｣

（株）永岡書店２００５年 ２０２頁

熟年離婚での大きな問題は、離婚後の生活のメドが立つのかどうかにかかっている。

、 、 、本来は二人して今までの蓄えや 年金 退職金などで夫婦がゆとりある生活ができたが

所帯が二つになれば、経済的なゆとりはなくなり、お金がネックとなり離婚に踏み切れ

ないでいる。このような人のために出来た制度が、２００７年４月から施行される年金

改正法によって「離婚時の厚生年金の任意分割」制度である。

。この制度は離婚で年金額が低くなりがちな中高年の女性を救うために考えられている

つまり離婚後に支払われる厚生年金（報酬比例部分）も共有財産とみなし、分割出来る

仕組みになっている。原則として妻の取り分は二分の一ですが、どちらかが異を唱えれ

ば調停や審判の申し立てが出来る。対象となるのは施行以降に離婚した夫婦で、２００

７年４月以前に離婚した場合は適用されず、さらにサラリ－マンと専業主婦の夫婦に限

り２００８年４月以降に離婚すると「強制分割」の制度の対象にもなる。夫がサラリ－

マンである専業主婦は３号被保険者 となり、保険料を払わずに基礎年金を受け取れる現

在の制度への批判が強いことを受けて政府は昨年の年金制度改正で、３号被保険者 への

年金支給の根拠を夫の保険料は夫婦で共同して支払ったと見なすと法律に明示すること

によって、比例報酬部分は夫婦が半分ずつそれぞれ受けられるようになっている。しか

し「夫婦別々に支給すれば、不和の原因になりかねないとの慎重論から、分けるのは離

婚後に限る事にしている。また、世帯を単位にした厚生年金制度に３号問題を解決する

ため、部分的に個人単位の考えが組み込まれた制度が強制分割制度である （図５－２）。

一方、退職金も財産分与に含まれたり、財産分与の際考慮されることがある。

厚生労働省の人口動態統計 によると（表１ 、２００５年の離婚件数は２ ６ ７ ０ ０ ０） ,

, ,件で２００４年に比べ、１６ ８５４件も減っている。２００２年のピ－ク時は２８９

、 、 。８３６件をと高い数字を示していたが 年金分割が議論されて以降 減少に転じている
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図５－２ 離婚時の年金分割の仕組み

（妻は専業主婦の場合）

出所 読売新聞 ｢離婚時の年金分割２００７年度導入｣:

２００５年９月２６日

７．おわりに

世界６０カ国の離婚率（人口千人当たり離婚件数）総務庁統計局「世界の統計２００

４」によると１位ベラル－シ４ ７％、２位米国４ １９％、３位ロシア３ ６５％、４位. . .

ウクライナ３ ５９％と旧ソ連諸国と米国が世界の中でも高い離婚率となっている。それ.

に比べて日本は２００１年、２ ２ ７ ％で２２位とさほど高くはない。ここ数年日本社会.

は政治の世界において行政改革をはじめとして 至る分野で改革が叫ばれている。世の中

全体が変わろうとしている中で特に女性の気持ちの変化が考えられる。女性の社会進出

や自己主張のあらわれ 、中でも少子化といえども出産の決定権は女性が握っている、ま

た女性が家庭生活に求めるイメ－ジの変化等が要因としてあげられる 。

、 、古くから日本社会においては離婚というと暗いイメ－ジがあったが 近年はバツイチ

バツニなどと呼ばれ世間もさらっと受け流す。本来、離婚とは「自己決定 「自己責任」」

であるはずが離婚後の生活は特に母子家庭世帯は厳しい経済状況が続いている （図１）。

これらの家庭は、十分とはいえない 国の保護政策の力を借りている。すなわち税の投入

である。いま国全体が税金のあり方について考える必要がある、膨大な国の借金、国家
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・地方財政困難な現実の中で増加傾向にある離婚に対し国がどのようにして向き合って

いくのか離婚率の増加は大きな社会問題でもある。
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